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第３回アイヌ生活向上推進方策検討会議 

議 事 録 

 

 

日時 平成２６年１２月１２日（金）13：05～16：35 

場所 北 海 道 庁 別 館  １ １ 階  第 ４ 研 修 室 

 

 

１ 議題 

（１）若手のアイヌの方に対するヒアリング結果等について 

事務局から資料１に基づき、山口委員から資料２に基づき、それぞれ説明。 

引き続き、秋辺委員から、資料「平成 21 年３月 27 日付け北労発案第 213082 号」

の提出があり、同資料にある内容について、次期推進方策の中で取り組むよう発言。 

○秋辺委員 若手のアイヌの意見には、アイヌ文化を勉強しても何にもならないという正

直な思いが出ていると思う。 

また、山口委員からは、アイヌのことを教えることのできる者がいないという話があ

ったが、そういった人材を育てていくための仕組みづくりが必要。それは雇用につなが

るし、北海道あるいは全国のアイヌのことを知らない人たちに、アイヌのことを伝えて

いく大きな力になっていくだろうと考えている。 

それから、今、北大でもアイヌ・ブランドの研究が行われているが、これをそろそろ

具体的に立ち上げていく事業を検討するべきだと思っている。 

アイヌの伝統に基づいた加工品を、アイヌの名前を冠したパッケージにして売ってい

く。アワやヒエを使ったお酒、鹿肉、昆布、ニシン、あらゆる海産物、山のもの、木彫

り、刺繍。これをアイヌ・ブランドとして立ち上げて、例えばブランドマークをつけて、

道や国の力を借りて、全道のデパートやスーパーなどで売っていく。 

そして、その収益の一部をアイヌの制作の基金に充てていく。そして、それに携わる

アイヌの生活が成り立っていく、そういう仕組みができていくべきだと思う。 

○秋辺委員 末広小学校の取組は、大変参考になったし、うれしく思う。こういう取組を

どんどん実施していただきたい。 

  資料２の「Ⅱ 実践の内容」のところで、低学年から始まる勉強の流れが、最後に人

権となっている。アイヌ文化財団がつくっている副読本は、地名の話にしてもサケの話

にしても、常に歴史的な差別とセットで語られており、それでは、アイヌ以外の児童は

どんどん落ち込むのではないかと思う節もある。 

  末広小学校では、人権、差別についてはあえて深く突っ込まずに、アイヌのいいとこ

ろや文化を取り上げているという感想を持った。それが正解なのではないかと思うが、

学校、あるいは校長先生としてはどのような感覚でおられるのか、ぜひお伺いしたい。 

○山口委員 低学年の子どもたちに民族や言語などといっても、まず理解は難しい。遊び

や生活の中で、歌や物語などを体にちょっとしみ込ませるということになるかと思う。 

  中学年になると、社会科の学習が始まるので、歴史の中で、アイヌ民族の方がここに

古くからいた、そこに開拓者である和人が入ってきた、という学習をする。ただ、差別

があったということはあまり扱わない。 

  ６年生は、日本史の学習があるので、その中で、古い時代からいろいろな差別があり、
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身分の差ができたということや、明治以降の歴史を通して学んでいく。また、社会科と

は別に、講師の方が話をしてくれる。差別があったとか、旧土人保護法の話もしてくだ

さるけれども、単に差別はよくない、と言うのではなくて、「天から役割なしにおろさ

れたものは一つもない」というアイヌの言葉を紹介して、誰もがみんな同じだよね、だ

から、友達同士のいじめというのはおかしいと、最後にはそこにつないでくれる。 

  そういった、自分たちに身近な形での理解が、小学生には一番わかりやすいと思う。 

○落合委員 こういったすばらしい内容の教育が道内の学校にもっと展開されていけば

よいと、ここにいる誰もが思うわけだが、これだけのプログラムを設定して維持してい

くためには、校長先生の個性・能力に依存しているところが大きくて、他の学校では普

及が困難なのか、それとも、課題にも挙がっていたように、アイヌ文化のことを教えら

れる教員の確保という客観的な要素のほうが大きな障害だとお考えか、その辺はいかが

お考えか。 

○山口委員 本校では、総合的な学習が始まって以来、アイヌ文化学習を柱にしている。

道内のほかの小中学校が柱にする総合学習の内容は、それぞれ異なり、福祉を柱にする

学校もあれば、国際理解、環境、自然などといったものを中心にする学校もある。 

  本校は、総合的な学習が始まる前の段階でアイヌ文化学習とのつながりがあったので、

それをうまく取り入れることができたが、他校で同じことができるかというと、やはり、

本物を伝えることができる、体験させることができる人材の確保が重要であると思う。 

○長谷川委員長 アメリカでは、毎年２月をブラック・ヒストリー・マンスとして、１カ

月間、それぞれの学校が、黒人の差別の歴史などについて特別にプログラムを組んで、

イベントなどを開催している。 

  北海道でも、やりたくてもなかなかできない、きっかけがないというときに、この期

間はみんなでこういうことを考えてみようという形で枠組みをつくれば、工夫してもら

える可能性があると思いながら伺っていた。 

  道の役割は、そういう枠組みづくり、いろいろな活動を助けていくところにあると思

う。 

○秋辺委員 私は、釧路の高校で臨時教員をしており、アイヌ文化学という科目を教えて

いるが、単位が取れるということもあって生徒には結構人気がある。今年は３２人、去

年は６０人以上が履修し、手に余るところもあった。生徒たちも、単位にならないと困

るところがあり、そういう促し方も一つの手かと思う。 

○長谷川委員長 北大のアイヌ・先住民研究センターにおいて、高校や中学校などで講演

をしていただく可能性はあるものか。 

○落合委員 高校や大学から依頼があったときには、できる限り対応している。昨年度は、

札幌市内の高校が北大を見学しに来たときに、アイヌ文化、アイヌの歴史、最近の国際

情勢について２時間ぐらい話す機会があったし、今年度は、やはり市内の高校の新聞部

の生徒と顧問の教員がアイヌ民族について話をききたいとセンターを訪れてくれた際

に取材に応じている。 

  また、筑波大学の人文・文化学群が海外の大学に留学する学生を増やすためにグロー

バル人材養成講座を開設しているが、日本のことについて理解を深めた上で留学しても

らうとの趣旨で、北海道の歴史やアイヌ文化に関する講座を設けたとのことで、センタ

ーに集中講義を提供して欲しいとの依頼があった。ここ３年は私が担当させていただい

ているが、それこそ単位になるということもあって、受講者は毎年４０名を下らない。

皆、非常に熱心に聞いてくれる。 

  一昨年のことになるが、筑波大学ということで、受講生にアイヌの方がいるとは思わ

ずに話していたところ、講義終了後に学生が私のところに来て、実は北海道出身で、北
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海道を出て筑波大学に進学するに当たって、祖父から、お前にはアイヌの血が流れてい

ると言われ、本当に戸惑ったけれども、今回の授業を聞いて、北海道でもアイヌとして

頑張り出している若者がいると知ったので、これからもっと勉強していきたい、と言っ

てくれた。別の学生は、小さい頃に、祖母からそういう話を聞いた覚えがある。差別さ

れてきたということを知っていたから怖くて確かめられなかったが、今度帰省したとき

にはちゃんと向き合ってみたいと思う、といった感想を聞かせてくれた。講義をさせて

いただいてよかったと思う最大の瞬間だった。 

  このように、センターとしては、依頼があればできる限り対応している。センターか

ら企画して持ち込むことは、大学であれば可能性はあると思うが、高校となると、まず

は教育委員会などで枠をつくっていただくことが重要かと思う。 

○芦田委員 私ども漁業者は、今、資源を大切にする漁業に取り組んでいる。かつては、

根こそぎ網でとって、少しでも多く漁獲して利益を上げて豊かな生活をしようという漁

業形態だったが、今では、資源量調査を行って、資源管理に基づいた漁獲許容量、限度

量の設定に基づいて漁を行っている。 

  つまり、後世に資源を残そうということ。アイヌの人たちは、サケにしても、他の漁

獲資源にしても、根こそぎとったら自分たちの生活は厳しくなる、資源を大切にしてい

かなければいけないということを、身をもって生活の中で学んできている。それが、今、

我々の漁業関係の中で定着してきている。 

  私は、こうした考え方も一つの文化だと思っている。非常に大切なことであり、学ぶ

べきところだと思う。こうした事例をまとめて、これはアイヌの人たちの考え方から来

ているのだ、ということを広めていかなければならないと思う。 

○落合委員 資料１の２（２）教育関係のところに「学力向上の支援をしていただきたい」

とあるが、これは、塾などに通うための支援、という趣旨か。 

○長谷川委員長 ヒアリングでは、例えばボランティアの方にお願いして、学力の支援を

していただくということが行われていたけれども、それがなくなったところもあるの

で、そういうところも、道で手当てをしていくことはできないかという趣旨の御意見も

あった。 

〇芦田委員 資料１の２（４）産業振興関係の中で、アイヌ農林対策事業に関して、「漁

業が順調」という意見がある。決して順調なわけではないけれども、アイヌかどうかに

ついてなど構っていられない環境にある漁業は、非常に働きやすい場だと思っている。

このように感じている方がいて非常にうれしく思う。 

〇芦谷委員 修学資金では、あくまでも学校へ行くためのお金を借りられるけれども、田

舎から出て行くに当たっては、住むためのお金がかかるので、結局、修学資金があって

も行かせられないというのが現状である。生活費が続かなくて、退学せざるを得ず、泣

く泣く帰ってきたという現実もある。アパート代を半分出してもらえるとか、ここにも

書いてあるとおり、成績が優秀な方に対する返還免除制度があればよい。 

〇芦谷委員 私の地域の生活館では、小学生の子どもたちが刺繍や木彫、イナウづくり、

踊りなどを体験できる。子どもたちは楽しそうに取り組み、アイヌの文化に対して興味

を持つが、中学校へ行くと、そういう場がなく、そこで終わってしまう。そこを続けて

やることができればよいと思う。 

  ヒアリングの意見にもあるように、小中学生の集まる機会が年に１回でもあるとよい。

こうした機会を活かして、アイヌ文化に興味のある子どもたちを育てていかなければい

けないと思う。 

  

（２）次回実態調査のあり方について 
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事務局から資料３及び資料４に基づき、落合委員から資料５に基づき、それぞれ説明。 

○秋辺委員 資料５の 14 ページに「アイヌでも和人でもない立場で、アイヌ文化を享受し

たいと考える人たちが、青年層を中心に現れつつあった」とゴシック体になっていると

ころは、違うのではないかと思うところがある。 

  実体験としては、若ければ若いほど、アイヌであってもアイヌのことをまだわからな

い、どう理解したらいいかわからないという人も多い。言い方を変えると、だんだんア

イヌになっていく、だんだんアイヌ意識に目覚めていくというところがある。今の若い

人はアイヌに興味がないとされるのは、ちょっと違うのではないか。 

○落合委員 この部分をゴシック体にしたのは、私が、ここで話をするポイントとして行

ったものだが、その前の箇所に、現在、アイヌ文化を実践していない人たちであっても、

将来、アイヌ文化を少なからず実践する、そういうことでアイヌとして肯定的な意識を

持つ人が将来増加していく可能性が見出せたということがまずあって、その一方で、自

分がアイヌであるとか、それを肯定的に捉えるとかというアイデンティティーとは関係

なく、アイヌ文化というものが自分の外側にあって、それは非常にすばらしいものだか

ら、いろいろと知ってみようと考える人がいたという趣旨だと御理解いただければと思

う。 

〇秋辺委員 収入等、いろいろな部分での格差を是正するための政策という捉え方を大き

く変える必要がある。アイヌ民族という民族が存在するのだから、格差があろうがなか

ろうがやるべきことはやるべきだ、アイヌとしてのアイデンティティーを確立する、そ

のための政策なのだという大きな括りを持つべきであって、生活実態調査も、そのため

の調査であるべきと考える。 

  アイヌ民族を先住民族として認める国会決議があり、その中で動いているわけだから、

そこを十分に意識した骨子のあり方と調査のあり方を考えていくべきだと思う。 

○長谷川委員長 今の話は非常に大事な論点であり、後でさらに議論を深めたい。 

〇山口委員 資料５の２ページの「アイヌ民族であることの意識」で、「アイヌとして積

極的に生活したい」とはどういったイメージであろうか。例えば、アイヌ協会に所属す

るとか、日常生活でアイヌ語を積極的に使うとか、近所の方に自分はアイヌ民族だとい

うことを隠さずに話すとか、段階がいろいろあると思う。 

〇落合委員 「アイヌとして積極的に生活したい」という選択肢のイメージについて、調

査票に具体的な説明があったかどうかは確認していないが、この選択肢を設けるに当た

っては、自分がアイヌであることを明らかにした上で生活するということが念頭にあっ

たと思う。その対極として、アイヌであることを極力知られずに生活していくという選

択肢があると理解するのが妥当だろう。 

〇秋辺委員 ２ページの下のほうに「② アイヌ民族の多くが和人に同化してしまってお

り、民族を意識する場面が少なくなっている」とある。３ページには、「③ 民族を意

識せずに『世界人』として」云々とある。これは、アイヌに限ったことではなく、和人

も民族を意識してしないと思う。 

  私は、老若男女、いろいろな人に講話をするが、和人が民族を意識しないものだから、

こちらが口を酸っぱくしてアイヌ民族と言っても、ぴんとこない。ぴんとこない人にア

イヌのことを説明するのが非常に難しい。 

  明治、大正と進んできた同化政策のなれの果てがこれで、アイヌがアイヌを意識しづ

らい状況が数字にあらわれているのではないかと思ってしまう。 

  集計された数字やインタビューの結果から、こういう書き方になっているのだろうけ

れども、ここには書かれていない解釈があり得る。もう少し掘り下げた調査ができない

ものかと思った。 
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○落合委員 おっしゃるとおり、とりわけ②、③については、アイヌの人々だけに言える

ことではない。 

  国民とは何か、民族とは何か、ということは、定義も難しければ、評価の対象にする

ことも難しい。さらには、人の主観においてどういう位置づけにあるかということは、

いくら数値化してもなかなか見えてくるものではなく、慎重に研究しなければならない

と思っている。ここでは、報告書の執筆者が、調査結果について論理的にありうる解釈

を網羅的に記したにとどまり、調査に協力していただいたアイヌの人々が実際に①、②、

③のいずれかであると断定しているわけではないと理解していただければと思う。 

○長谷川委員長 確かに、アイヌについて「民族」ということが言われると、そこだけが

浮き立って、マイナスの面が出てしまうことがあり得る。和人も含めた民族全体のあり

方が、教育の場でも確認されていかなければならない。 

  末広小学校の例にもあったように、人間は基本的にみな同じなのだというところから、

差別などが出てきてしまうことに疑問を持つ、そのような教育が必要だというところに

つながっていると思う。 

○秋辺委員 人として同じだというのは間違いないが、それが、民族の違いがないという

ことにつながるような言い方ではまずい。長谷川先生がおっしゃったのはそういう趣旨

ではないが、一方で、人として一緒なのだから民族は必要ないという間違った考え方も

あらわれている。 

  逆に言うと、そういうことについての意見を有するアイヌの側が、覚悟と意識を持っ

て、社会に対して説明責任を負えるような書きぶりや内容を吟味していかなければなら

ない。 

  世界人という言い方は非常に曖昧である。何にも属さない世界人はいないわけで、自

分のルーツと国、あるいは民族だったり、宗教観だったり、そういうアイデンティティ

ーを持って世界人になれる。一見、逆説的だけれども、すぐれた田舎者でなければ世界

人になれないという意識から、話をさせていただいた。 

○芦田委員 我々漁業団体は、アイヌの方に対する支援策を有効に利用して、漁師の所得

向上を目指しながら、幸せな家庭を築くことに努めていると思っている。 

  一般の方は、アイヌの農林漁業政策を重要な政策だとは思わないという調査結果が示

されているけれども、アイヌの人たちと和人の人たちとが、その政策で整備した施設を

一緒に利用している。和人から見れば、アイヌも大したものだなという思い、アイヌの

人たちからは、俺たちのおかげであなたたちの施設もできるという誇りがある。やはり、

ある程度の施策は必要であり、それを生活向上に結びつけていくことが問われていると

思う。 

○長谷川委員長 道の調査のあり方について、資料３で示された形でよいかどうか、御意

見をいただきたい。 

  なお、北大の調査との関係については、資料３において「北大調査の実施状況を参酌

する」という態度で望みたいということが示されている。 

○落合委員 資料３の論点１（３）②実施手法のところで、「国勢調査等により調査を実

施すれば、調査対象者が増えることが期待される」とあるが、これは、必ずしもそうと

はいえないのではないかと思う。国勢調査に民族を示す枠をつくってチェックを入れる

という、アメリカのインディアンの人たちに対する調査と同じようなやり方になると思

うが、本日報告したとおり、北大調査の結果においては、アイヌであることを極力知ら

れずに生活したいという方が少なくなく、差別に対する恐怖心もいまだに多々あると思

われる状況で、国勢調査が配られて、そこに自ら積極的に自分はアイヌですとチェック

を入れる段階にあるかといえば、それは時期尚早ではないかと思う。 
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  道の調査は、アイヌの人々の総数を把握するためのものではなく、あくまでも生活実

態を把握するために抽出調査を行うものであるということをもっと明確にした方がよ

いのではないか。 

○長谷川委員長 御意見の趣旨は、北大調査等も参酌しつつこれまでの方法を踏襲すると

いう方向ということで承ってよろしいか。 

○落合委員 はい。 

○長谷川委員長 ほかの委員はいかがですか。よろしいでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

  そうすると、基本的には、現在の方法を実態調査のあり方として継続する、ただし、

北大等の他の調査の実施状況も参酌する、という方向で進めていくことを、この会議と

して確認しておきたい。 

  もう一つ、論点２の抽出世帯数については、今、落合委員から御指摘をいただいたよ

うに、その対象を広げ過ぎるとかえって調査の内実が薄くなる可能性が今のところ大き

い、加えて、資料４で示されたように、北大の調査と道の調査の対象者数はかなり違う

ところがあるけれども、結果の基本的な傾向はほぼ一致しているといってよい状況が見

られるので、現段階では、このまま継続とする、ということでよろしいか。 

○落合委員 ３００世帯のみの抽出で傾向がつかめるのかといった懸念もあるようだが、

統計学においては、社会調査で得られたデータについて、その結果が今回たまたま生じ

た極端なものなのか、それとも、何回データをとっても基本的に似た傾向になるのか、

いわゆる偏差というものをとって確認することができると伺っている。 

道が設定している都市型、農村型、漁村型といった地域区分によって結果の傾向が大

幅に異なることを考えると、地域ごと・職種ごとに細かな区分を設定した上で、それぞ

れから一定数のデータを確実にとるということを重視するべきであろう。その有意確率

を必ず分析して、比較的誤算がないということが示されれば、そのデータは十分に適切

なものだと言えると思う。 

○長谷川委員長 論点２に、統計の専門家の意見を聴取するとあるので、道としては、そ

の点に留意いただき、調査の精度を高める方向で考えていただければと思う。 

○落合委員 北大の調査で比較的よかったと思っているのが、文化との関わり方について

の項目を設けたこと。道においても、文化との関わりの期待と現実を把握されるとよい

と思う。こういった調査項目があれば、格差の実態を把握するだけではなく、アイヌの

人たちのよりどころとなっている文化との関わり方とその実現可能性という観点から

も、施策を検討できると思う。 

○長谷川委員長 調査項目については、更に検討し、内容を深めていただくということで

すね。 

（３）次期対策の体系、内容等について 

事務局から資料６及び参考資料に基づき説明。 

○長谷川委員長 事務局説明に数点補足させていただく。 

  一つは、アイヌの人々に対する支援策の基本的な考え方として、格差是正ということ

はもちろんだが、それを越えて、アイヌの人々が誇りを持って生きられる、そういう生

き方をいろいろな形で支援していく、そういう大きな構えについては、62 ページから 69

行目あたりで触れられていると言ってよいかと思うが、この形でよいかどうかは、さら

に御議論いただきたい。 

  もう一つは、アイヌの人々に対する生活支援に関して、先ほど、雇用を生み出す政策、
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あるいは、さまざまな形で生活支援に多角的につながっていく政策が必要ではないかと

の御意見をいただいた。これについては、136 行目から 138 行目で考えていないわけで

はないけれども、このあたりを更に拡充することもできるかと感じている。 

  最後が、アイヌの人々の生活実態調査の実施間隔の問題。これについては、163 行目

から 165 行目で、次期推進方策の期間は５年間に区切ることで考えてはどうかというこ

とが示されている。そうすると、それに応じて、この５年間のうちに、実態調査を実施

して検証する機会が設けられることになり、従前よりは間隔が短くなるということにな

る。 

○秋辺委員 ３行目の題名について、「アイヌの人たち」とは誰なのか。 

○事務局 基本は、協会の会員の資格を持っている方ということ。 

○秋辺委員 アイヌ協会の会員資格とアイヌ民族の定義は違う。 

  例えば、私の配偶者はアイヌ民族ではないが、施策の対象者には配偶者も子どもも入

る。その辺りが一緒に議論されて、対象が曖昧だという指摘をされてしまう。 

  それから、13 行目辺りに、「平成 25 年アイヌ生活実態調査の結果を要約」とあるが、

そこには、先ほど報告のあった北大の調査は含まれるのか。 

○長谷川委員長 基本的には、参酌の方向で考えていると言ってよい。 

○秋辺委員 70 行目以下で、「アイヌの人たちが先住民族であることから導き出される政

策は、必ずしも一地方公共団体において展開すべきものではない。有識者懇談会報告書

の趣旨を踏まえると」と続いているが、道はどうするのかというところが逆に見えなく

なってしまっている。今までどおりという意味なのか、それとも、有識者懇談会報告書

に最大限沿う形で今後は道の政策を実施すべきだと言っているのか、わからない。 

○事務局 有識者懇談会報告書の内容を尊重して、国が先住民族政策として実施すべきだ

というのが大前提の考えであるが、現時点では、国が主体となってアイヌ政策を推進す

る形にはなっていないということを踏まえ、最終的理想形に行くまでの間、現在の政策

を継続して実施していくことと並行して、国における政策の確立を求めていくという考

えを基に書かれている。 

○落合委員 「アイヌの人たち」が誰を指すのかは重要な点だと思う。実態調査における

定義が道の前提になっているのだと思うが、そこでは、客観的要件としてアイヌ協会の

要件を参酌し、かつ、自らアイヌと名乗ることをちゅうちょしている方についてはカウ

ントしないという形で調査をしていたわけだから、そういった主観的要件と客観的要件

のバランスを見る必要がある。 

  ただ、主観的要件を入れ過ぎると、北大の調査に示されているとおり、アイヌとして

のアイデンティティーを持たない人が７割いる中では、道の施策対象もかなり縮んでし

まうことになる。 

  私も、70 行目から 83 行目にかけての部分は、非常に気になる。次回実態調査のあり

方に関する議題のときにも気になったのだが、ここに書かれていることは、アイヌ政策

が先住民族政策であると位置づけられた以上は、国がやるべきであって、国がまだやっ

ていないからそれまでは道がやる、国が着手すれば、道はもう何もしないと言っている

かのように聞こえてしまう。アイヌ政策は必ずしも一元的なもの、つまり国か道のいず

れかだけが実施するものではないのだから、この表記については十分留意しなければい

けない。 

  アイヌ政策が先住民族政策としてなされるべきと言ったのは、あくまでも国である。

国は、国連宣言に賛成票を投じた政治的、道義的責任があるから、国会における「アイ

ヌ民族を先住民族とすることを求める決議」もあって、行政もそれを認めた。ただ、国

がアイヌ政策を実施するときには厄介な問題がある。つまり、憲法に認められている法
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的地位が「国民」に限られているため、アイヌの人々を先住民族として認めた上で、ど

ういった政策の効果を発揮させていくのかについては、国が大いに悩まなければいけな

い。それを道も引き継ぐのだとすると、道も難しい課題を抱え込むことになる。しかし、

その一方で、憲法では地方自治が認められている。つまり、国のほかに地方公共団体が

あって、北海道のことは北海道民が、札幌市のことは札幌市民が決めることができる。

このように、地方公共団体は国とは別の統治機関であるから、国がアイヌの人々を先住

民族として認めたからといって、道も論理必然的に認めたということにはならない。た

だ、論理必然性がないのだから認めていないとしても、先住民族政策は国が実施するべ

きであるけれども、アイヌの人々の多くが暮らしている地域の自治体である道として、

アイヌの人々の実情に応じて、必要な施策を今後もずっとやっていくというメッセージ

を発する、これが重要になるのではないかと思う。 

○芦田委員 現在は、自分たち自らがこれをやりたいというものを国が取り上げるという

方向になっている。その一方で、黙っておとなしくしている人は、取り上げられないで

格差が広がっていくという懸念もある。 

  そういう中で、北海道はアイヌの人たちが一番多いわけだから、道として国に要望し

ていくことになるのだろうが、市町村、我々の団体、アイヌ協会など、アイヌの人たち

の考えを吸い上げる身近な組織と、その声を届ける組織間の連携づくりが必要。 

○酒井委員 国に要請に行って思うのは、霞が関の机上で鉛筆をなめてつくる案というの

は、どうも実態から遊離している感があるということ。先住民族であるという決議をし

たことで、国は責任を持った。その上で、具体的な施策の展開となると、アイヌの人た

ちと一緒に暮らしていて、現場の状況を捉えやすいところにいる私たちが国に提言し、

それに予算がつくという話になっている。一方で、私たちは地方分権と言って、中央省

庁、霞が関が考えていることはおかしいと言って、分権をして予算もくれれば、私たち

が絵を描いていろいろやりますというようなことも言っており、これからはそういう方

向で進んでいかざるを得ないと思う。 

  全国の国会議員がそれぞれの都道府県にもっと足を運んで、移動して常任委員会を開

くなどといったことをしないと、霞が関と地方の考え方がますます食い違ってくるとい

うことがあると思う。 

○秋辺委員 114 行目の消された文字「必要経費の全額補助」については、先ほどの意見

にあったとおり、直接の修学経費以外にアパート代などを含めることを検討してほし

い。 

○芦谷委員 修学資金の返還金について、５円の納付書が届いた。税金だから返さなけれ

ばならないということはわかっているけれども、５円の納付書を送るのに切手代が８２

円かかる。切手代以下の返還金は免除することを考えてもよいのではないか。 

また、若手の方のヒアリングでもあったが、免許取得資金の補助金額が過去からずっ

と５万円になっている。今、自動車免許を取ると３０万円近くかかる。現状に見合った

金額に近づけたらよいのではないか。 

○芦田委員 こうした現場の声を届けるルートを確立していただきたい。 

○芦谷委員 生活相談員の研修会で、毎年同じような意見が出されるけれども、その意見

が道に伝達されていないようなので、同じことの繰り返しだという感があったが、今回、

道に直接話ができたことはよかったと思っている。 

○長谷川委員長 そういった声をどこに届けたらよいのか、それを受け取る窓口をどのよ

うに設けるのかということについては、たたき台の検討の段階でも議論している。まさ

にそういう枠組みを工夫していく必要があるとの考えから、例えば、160 行目と 161 行

目に、「生活支援の状況をフォローしていくために、関係組織の間の定期的な情報共有
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の場を設けることが望まれる」ということを盛り込んだ。 

  また、104 行目から 106 行目では、住宅改良事業について、道と市町村との行政上の

関係はあるものの、できるだけ市町村の実態と道の考え方が折り合えるような仕組みを

考える必要があるのではないかということも盛り込んでいる。 

  住宅改良事業に限らず、道と市町村との間の情報交換という点については、重要なと

ころであり、総論部分でも確認したいと思う。 

○酒井委員 79 行目の「国の施策が確立されるまでの間」というところが、非常に目を引

くと思う。国の施策が確立されたら、道はどうするのかということ。 

  もし、道が手を引くような状況になった場合には、国の出先である内閣官房アイヌ総

合政策室の北海道分室が施策を実施していくのか。とすると、市町村は、皆、そこに行

って要望するのかということになり、そこが心配されると思う。 

○事務局 国がやれば道は手を引くという思いで書いているわけではないので、そこを誤

解されないような表現を工夫させていただきたい。 

○秋辺委員 道は貧乏である。推進会議として、国に対して、補助率を増やすよう要望し

てはどうか。 

○事務局 文化伝承の施策についても、基本的に国と道が１対１の負担割合になってい

る。どういった負担割合が適当かということはあるかと思うが・・・。 

○秋辺委員 ９対１。 

○事務局 道に金がないことは、国も承知しているけれども、道がいくら言っても聞いて

くれないというのが現実。 

○秋辺委員 この委員会が声を上げるのが一番よいのではないか。そして、補助金が増え

たら、浮いた財源をアイヌ協会の支援に回してもらいたい。アイヌ協会は会議も開けな

い状況であり、このままではこの組織は解散してしまう。 

○長谷川委員長 その点については、151 行目以下にあるとおり、アイヌ協会の役割は非

常に重要であるとの認識の下に、引き続き支援する必要があると考えていたところ。 

補助率の引上げについても、報告書に書けるのなら書いたほうがいいのかもしれな

い。 

これから取りまとめる報告書は、これからの道の施策の方向を示すものであるけれど

も、国に対するメッセージでもあるという二面性があり、そのバランスをどうするかが

まさに課題となっている。 

  報告書に載せると、道としては、それを国に示しつつ要求できるという効果もある。

そういう意味で、効果的に活用してもらえるような文言に仕立てていく必要がある。 

○落合委員 問題の部分は、国に対して強いメッセージ性を出したいが故に、こういう書

き方になっているのだろうと思うが、現にここに暮らしているアイヌの人がこれを読ん

だときに、それをどう受けとめるか。アイヌの人もこれをお読みになるのだから、そこ

に対する配慮は必要である。 

  それから、国に対して補助金を増やすよう求める主張は、論理的には、道が主体とな

った施策の維持が前提とならざるをえないのだから、国を主体とする先住民族施策の実

施を国に求めることと齟齬をきたしかねない。 

○事務局 補助金となると、こちらが主体となって補助を受けるということになるが、ア

イヌ政策は国が主体だというのが本筋である。国が主体となって、それに道が地元とし

て一緒にやる、また、道が独自でやる部分はやる、というのが理想の姿だと思う。 

○酒井委員 白老の象徴空間はどういう状況なのか。 

○事務局 象徴空間は、国立のナショナルセンターとして、基本的に国が整備するという

ことになっている。 
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運営費についても、国立の博物館、公園ということであれば、そこに地方自治体が運

営費を出す理屈は立たないと思っている。現時点では、象徴空間の整備と運営は、国が

行うという方向になりつつある。運営主体がどこになるかはまだ確定していないが、一

つの運営主体に運営させるということだけが決まっていて、その運営主体はまだ確定し

ていない。 

象徴空間で実施される文化伝承事業に対する負担については、まだ確定していない。

現在、全道で実施されている文化伝承事業は、道と国が１対１というルールで負担して

おり、それと同じように、ということになるかどうかは、今後の議論となっている。 

○秋辺委員 職業訓練の訓練期間が短すぎるために中途半端になっている。もっとしっか

りと学べるような仕組みをお願いしたい。 

  飛騨高山では、何年間も欄間づくりを学ぶことのできる教育機関がある。近代芸術の

勉強も総合的に行われている。職業訓練という枠では収まらないのかもしれないけれど

も、やりようによってはできると思う。アイヌ協会で何度も視察に行っているので、情

報はあるはず。 

○長谷川委員長 アイヌ協会への確認をお願いしたい。 

  先ほど委員がおっしゃったアイヌ・ブランドについては、非常に魅力のある提案だと

思うが、報告書に盛り込んだほうがよいか。 

○秋辺委員 あったほうがよい。 

  製造から販売までの総合的な施策が必要。 

かつては、アイヌ協会が、東京、大阪、名古屋のデパートに工芸品の販路を持ってい

た時代もあった。そういうネットワークを復活させると、非常に収入が上がるのではな

いか。北海道物産展は日本で一番売れるのだから、その一角にアイヌ・ブランドがある

とよい。北大の研究と一緒に取り組むとうまくいくと思う。 

○落合委員 “稼ぐ”可能性に着目した施策というのは非常にインパクトがある。新しい

方向性として意義深い。 

○秋辺委員 阿寒湖には、阿寒アイヌ民族集団的知的所有権研究会というものがある。あ

るホテルがアイヌのデザインを取り入れた宿にしたいということで、デザイン、哲学、

考え方をトータルで持ち込んだ。従業員の制服の襟や袖もアイヌの刺繍でつくられてい

る。また、自動ドアの木の部分をアイヌコタンの青年がアイヌ文様で彫る。 

そのとき、研究会としては、売上げの１０％をいただき、それを資金にしてアイヌの

集団的知的所有権の研究や会議のために使う。著作権は個人が持つというのが日本の法

律の考えだけれども、アイヌのデザインについての権利は、皆で持つというアイヌの考

え方で実践している。 

  従前はアイヌ以外の人もアイヌのデザインを取り入れて木彫りなどをやっていたが、

これからは我々に相談してくださいということになる。許可するだけではなくて、一緒

になってデザインを考えよう、一緒に販路を拡大しようという組織になっている。だか

らこそ研究会という名前にしたのだが、結構うまくいっている。そういうことをアイヌ

政策の中で具現化していくとおもしろいと思う。 

○長谷川委員長 非常に大事な方向だと思う。その研究会に関する公表可能な資料があれ

ば、提供いただきたい。 

○秋辺委員 設立主意書があるので、それを提供したい。 

 

２ その他 

○長谷川委員長 今後の進め方については、まず、事務局において、本日の会議で出され

た意見などを勘案して素案を作成し、それを委員の皆様に送付する。それに対して、委
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員の方々から修正意見、あるいは、その他必要な御意見をいただいて、それを踏まえて、

私と阿部副委員長と事務局で報告書の案を作成する。その原案を改めて委員の皆様に送

付して、次回の会議までに御覧いただき、その案について次回の会議で検討する、とい

う流れとしたい。 

  また、素案については、若手ヒアリングに参加してくださった方々にも送付して、参

考の御意見をいただくこととしたい。 

  そういう形で進めさせていただきたいが、よろしいかでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 

３ 閉会 

○事務局 次回は、１月下旬ないし２月上旬の開催を予定。 

  詳細につきましては、あらかじめ委員の皆様と調整の上、別途御連絡させていただく。 

  また、先ほど委員長から話があったとおり、報告書の素案を年内に送付したいと考え

ているので、御意見をよろしくお願いする。 

 

                                  以  上   


